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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料堆積装置内に基板（１０）を保持する装置（１）において、
　前記基板（１０）は、材料（Ｍ）が堆積される堆積面（１０ａ）を有しており、
　前記装置（１）は、
－　複数の堆積開口部（Ｄ1）を含むシャドウマスク（２０）と、
－　複数の包囲開口部（Ｓ1）を含むサポート構造体（３０）と、
－　前記サポート構造体（３０）を保持するサポート構造体保持手段（６）および前記基
板（１０）を保持する基板保持手段（５）と、
－  前記基板保持手段（５）および前記サポート構造体保持手段（６）を含むフレーム（
４）であって、前記基板保持手段（５）は、アセンブリ中の前記基板（１０）の位置決め
を補助するために、前記フレーム（４）内に配置されたリムまたは包囲部を有している、
フレーム（４）と
　を有しており、
　前記サポート構造体（３０）が、前記基板（１０）の前記堆積面（１０ａ）と同じ側に
あり、
　前記シャドウマスク（２０）は、前記シャドウマスク（２０）の少なくとも１つの堆積
開口部（Ｄ1）が、前記サポート構造体（３０）の対応する包囲開口部（Ｓ1）内に配置さ
れるように、前記基板（１０）と前記サポート構造体（３０）との間に配置されており、
　前記基板（１０）と、前記シャドウマスク（２０）と、前記サポート構造体（３０）と
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は互いに直接接触しており、
　前記基板は、前記基板の重量が前記サポート構造体保持手段に支えられるように、フレ
ーム内で、前記サポート構造体と前記シャドウマスクとからなる集合体に配置されており
、
　前記サポート構造体と、前記シャドウマスクとは別個の部品である、
　ことを特徴とする、
　材料堆積装置に基板（１０）を保持する装置（１）。
【請求項２】
　前記シャドウマスク（２０）の堆積開口部（Ｄ1）と、前記サポート構造体（３０）の
包囲開口部（Ｓ1）とが関連付けられている、
　請求項１に記載の装置（１）。
【請求項３】
　前記サポート構造体（３０）の包囲開口部（Ｓ1）は、前記包囲開口部に関連付けられ
ている、前記シャドウマスク（２０）の堆積開口部（Ｄ1）よりも大きい、
　請求項１または２に記載の装置（１）。
【請求項４】
　少なくとも１．５ｍｍの厚さを有するサポート構造体（３０）を有する、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項５】
　最大で０．５ｍｍの厚さを有するシャドウマスク（２０）を有する、
　請求項１から４までのいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項６】
　前記サポート構造体（３０）には磁性材料が含まれており、
　前記装置（１）には、前記堆積面（１０ａ）とは反対側の基板（１０）の面側に配置さ
れた磁石（７０）が含まれており、
　前記磁石（７０）によって前記磁性的なサポート構造体（３０）に磁力が及ぼされる、
　請求項１から５までのいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項７】
　前記シャドウマスク（２０）および／またはサポート構造体（３０）の開口部（Ｄ1,Ｓ

1）には、レーザカットされた開口部（Ｄ1,Ｓ1）および／または光化学エッチングされた
開口部（Ｄ1,Ｓ1）および／または機械的にカットされた開口部（Ｄ1,Ｓ1）が含まれてい
る、
　請求項１から６までのいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項８】
　前記サポート構造体（３０）にはサポートマスクまたはサポートバーが含まれている、
　請求項１から７までのいずれか１項に記載の装置（１）。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項に記載の、基板（１０）を保持する装置（１）を有
する材料堆積装置（５０）。
【請求項１０】
　－　材料（Ｍ）が堆積される堆積面（１０ａ）を含む基板（１０）と、
　－　複数の堆積開口部（Ｄ1）を含むシャドウマスク（２０）と、
　－　複数の包囲開口部（Ｓ1）を含むサポート構造体（３０）と、
　－  前記サポート構造体（３０）を保持するサポート構造体保持手段（６）および前記
基板（１０）を保持する基板保持手段（５）と、
　－  前記基板保持手段（５）および前記サポート構造体保持手段（６）を含むフレーム
（４）であって、前記基板保持手段（５）は、アセンブリ中の前記基板（１０）の位置決
めを補助するために、前記フレーム（４）内に配置されたリムまたは包囲部を有している
、フレーム（４）と
を材料堆積装置（５０）に配置する方法において、
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　前記方法には、
　前記サポート構造体（３０）が、前記基板（１０）の堆積面（１０ａ）と同じ側にある
ように、前記基板（１０）に対してシャドウマスク（２０）およびサポート構造体（３０
）を配置することと、
　前記シャドウマスク（２０）の少なくとも１つの堆積開口部（Ｄ1）が前記サポート構
造体（３０）の対応する包囲開口部（Ｓ1）内に配置されるように、前記シャドウマスク
（２０）を前記基板（１０）と前記サポート構造体（３０）との間に配置することとが含
まれており、
　前記基板（１０）と、前記シャドウマスク（２０）と、前記サポート構造体（３０）と
は互いに直接接触しており、
　前記基板は、前記基板の重量が、前記サポート構造体保持手段に支えられるように、フ
レーム内で、前記サポート構造体と前記シャドウマスクとからなる集合体に配置されてお
り、
　前記サポート構造体と前記シャドウマスクとは別個の部品である、
　ことを特徴とする、
　材料堆積装置（５０）に配置する方法（１）。
【請求項１１】
　前記シャドウマスク（２０）の堆積開口部（Ｄ1）が、前記サポート構造体（３０）の
対応する包囲開口部（Ｓ1）上に配置されるように、かつ、
　前記シャドウマスク（２０）の堆積開口部（Ｄ1）が、前記サポート構造体（３０）の
対応する包囲開口部（Ｓ1）内に配置されるように、
　前記サポート構造体（３０）に対して前記シャドウマスク（２０）を配置する、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　基板（１０）上に材料堆積を行う方法において、
　請求項１０または１１に記載の方法を使用して、サポート構造体（３０）によってサポ
ートされるシャドウマスク（２０）に対して前記基板（１０）を配置することを特徴とす
る、
　基板（１０）上に材料堆積を行う方法。
【請求項１３】
　前記材料堆積をOLED製造プロセスにおいて実行する、
　請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明に記載されているのは、材料堆積装置において基板およびシャドウマスクを配置
する装置および方法である。
【０００２】
　発明の背景
　所定の半導体製造プロセスでは、（有機または無機の）物質を基板に堆積するため、蒸
着ステップが必要である。またプロセスによっては、上記の基板上の正確に定められた領
域内に物質を堆積しなければならないことがある。この堆積プロセスを簡単にするため、
ふつう基板の片側面にシャドウマスクが被着され、また物質が堆積されることになる領域
は、このシャドウマスクの切り抜き部または開口部によって定義される。この際にふつう
要求されるのは、上記の材料が開口部に相応する領域に正確に堆積されて、これらの領域
の境界またはエッジが鮮明であることである。例えばディスプレイまたは別の照明アプリ
ケーションに使用するための有機発光ダイオード（OLED）を製造中には、有機材料を正確
に定められた領域に堆積しなければならない。
【０００３】
　しかしながら堆積プロセス中、上記のシャドウマスクと基板との間で十分に密接な接触
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が維持されない場合には問題が生じる。上記の基板およびシャドウマスクは薄く、その厚
みに比べて面積が大きいため、水平位置に保持した場合、それ自体の重量でたわみやすい
。当業者には公知のように材料堆積は、通常は真空チャンバであるチャンバ内でふつう行
われる。このチャンバでは、気化させようとする材料が「ボート」または「るつぼ」とし
て知られている蒸発源に含まれている。これらの「ボート」または「るつぼ」は「シャワ
ーヘッド」に接続されていることも接続されていないこともある。これらは、例えば電気
的な手法などの適当な手法で加熱されて上記の材料が蒸発する。この蒸発過程中、チャン
バは高い温度に達し得る。その結果、シャドウマスクの材料は、熱膨張して最終的には基
板から剥離してしまう可能性がある。また堆積した材料は、上記の基板に到達するだけで
なく、いくらかは上記のシャドウマスクに到達してこれに接着してしまう。上記の材料が
蒸着プロセスにおいて堆積され、シャドウマスクが基板の下側面になる場合、上記の開口
部間の領域においてシャドウマスクに接着する余分な材料は、シャドウマスクのたわみの
付加的な要因になり得る。
【０００４】
　上記のシャドウマスクが、基板の全体領域にわたって接着しなくなってしまう場合、上
記の開口部において堆積される材料の境界部もはや正確に画定されず、その結果、製品の
品質が劣化してしまうことがある。堆積した領域の均一でないエッジまたは輪郭がはっき
りしないエッジは、OLEDディスプレイなどの製品においては不合格であり、またこのよう
な低品質は高いコストに結びつき得るのである。
【０００５】
　これまで上記のシャドウマスクにおけるたわみの量を低減するため、数多くのアプロー
チが採られてきた。例えば、基板またはフレームに取り付けられたクランプによって外向
きの引張り力を上記のシャドウマスクに加えることができる。材料堆積に付随する上記の
問題に対する従来技術の上記とは逆の条件下における別の解決手段では、蒸着を開始する
前、金属シャドウマスクにまずプリテンショニングを行い、つぎにこれをマスク保持金属
フレームに溶接する。しかしながら材料堆積はシャドウマスク上に蓄積されるため、最終
的にはこれを置き換えなければならない。クランプによってフレームに単純に取り付けら
れたシャドウマスクは簡単に除去して置き換えることができるが、溶接させたシャドウマ
スクは、それを除去するためには機械的な手段による付加的な力が必要であり、またつぎ
のシャドウマスクを所定の箇所に溶接する前には上記のフレームの表面も研削しなければ
ならない。したがってこのようなアプローチには比較的コストがかかってしまう。さらに
多くのOLEDでは連続した堆積ステップにおいて複数の層を積み重ねなければならないため
、融合マスクを使用することは殊に不都合になり得る。別の従来技術では、シャドウマス
クを外向きに「引っ張る」ため、ばね負荷が加えられた保持手段を使用してシャドウマス
クを拘束しなければならないことも多い。シャドウマスクに引っ張り力を加えることの目
的は、蒸着プロセス中にシャドウマスクが膨張する場合、シャドウマスクに「ひだ」また
は「波しわ」が発生しないようにするためである。しかしながら、OLEDの製造時に使用さ
れる照明を目的としたシャドウマスクは、一般的にその表面領域全体において開口部の比
率が高く、「凹状の領域」とも称されるため、横方向の引っ張り力を加えることの利点は
乏しい。またこのアプローチによれば、シャドウマスクと基板とを相互の位置を保ったま
まにすることは難しい。搬送または堆積中にシャドウマスクが片側にシフトまたは移動す
ることがあり、これによって不的確な「輪郭のはっきりしない」材料層ができてしまうの
である。このような理由から実際には、材料堆積プロセス中に基板とシャドウマスクとを
垂直方向位置に保持する装置が使用される。しかしながらOLEDピクセル領域を形成するた
めに材料が堆積されるディスプレイなどの製品に対しては、基板に付着する任意の異物粒
子により、（ふつうは基板に降ることによって）視覚的な欠陥が生じてしまう。このよう
な理由から、上記のような製品を製造する際には、材料が下から堆積されるように基板を
保持することが好ましいのである。
【０００６】
　したがって本発明の目的は、材料堆積プロセスにおいて基板に正確に材料堆積する直接
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的かつ信頼性の高い手法を提供することである。
【０００７】
　発明の概要
　本発明の上記の目的は、材料堆積装置において基板を保持する請求項１に記載した装置
によって達成され、また材料堆積装置に基板およびシャドウマスクを配置する請求項１４
に記載した方法によって達成される。また本発明の上記の目的は、請求項１３に記載した
材料堆積装置によって達成され、また基板に材料堆積を行う請求項１７に記載した方法に
よって達成される。
【０００８】
　この本発明に記載されているのは基板を保持する装置であり、ここでこの基板は、堆積
面または堆積側を有しており、この堆積面上には材料堆積装置において材料が堆積される
。この装置には、複数の堆積開口部を含むシャドウマスク、複数の包囲開口部を含むサポ
ート構造体、このサポート構造体を保持するサポート構造保持手段、および／または基板
を保持する基板保持手段が含まれている。本発明による上記の装置では、材料堆積プロセ
ス中、上記のサポート構造体が、基板の堆積面と同じ側にあり、また上記のシャドウマス
クが、基板とサポート構造体との間に配置されて、このシャドウマスクの少なくとも１つ
の堆積開口部が上記のサポートマスクの相応する包囲開口部内に配置される。上記のシャ
ドウマスクは、シャドウマスクの部分にどのようなたるみを生じることなく基板に対して
効果的に所定位置に保持することできるため、本発明による装置は、任意のタイプの堆積
処理において使用するのに殊に適しており、ここでこの堆積処理は、（OLEDディスプレイ
の製造時のように）材料を下側から堆積しなければならず、また冒頭に述べたように堆積
表面の任意の汚染を回避するために特別な注意を払わなければならない堆積処理である。
【０００９】
　本発明による方法の１つの利点は、上記の材料堆積プロセス中にシャドウマスクが実質
的にその全体領域にわたって保持されることである。したがって開口部または凹状の領域
の比率が高く、上記のシャドウマスクが極めて壊れやすい構造を有している場合であって
も、このシャドウマスクは、上記のサポート構造体によって効果的に支持され、蒸着プロ
セス中に基板から離れてしまうことが回避される。上記のサポート構造体は、効果的に作
用してシャドウマスクを平坦に保持するため、基板はその全表面にわたってシャドウマス
クに接触する。本発明による装置の付加的な利点は、上記のサポート構造体に対して材料
を適当に選択することにより、このサポート構造体が熱を「吸収する」熱シールドとして
作用して、シャドウマスクが加熱される度合いを低減することである。最後に上記のサポ
ート構造体によってシャドウマスクの重量を支えることができるため、シャドウマスクそ
れ自体を極めて薄い材料、例えば０．０５mm～０．３mmの厚さの薄いシートから作製する
ことができる。したがって本発明による装置を使用すれば、極めて正確に定められた領域
に上記の基板に材料を堆積することができるのである。
【００１０】
　したがって本発明による装置により、経済的かつ直接的に高品質な半導体装置を製造す
ることできる。
【００１１】
　材料堆積装置において（材料が堆積される堆積面を有する）基板と、（複数の堆積開口
部を有する）シャドウマスクと、（複数の包囲開口部を有する）サポート構造とを配置す
る相応の方法には、上記の基板を基準にして上記のシャドウマスクおよびサポート構造体
を位置決めして、上記のサポートマスクが、基板の堆積面と同じ側になるようにし、また
上記のシャドウマスクを基板とサポート構造体との間に位置決めしてシャドウマスクの少
なくとも１つの開口部が、サポート構造体の相応する包囲開口部内に配置されるようにす
る。
【００１２】
　従属請求項および以下の説明では、本発明の殊に有利な実施形態および特徴について述
べる。
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【００１３】
　本発明による装置は、従来技術の半導体製造現場において適用されるプロセスなどの任
意の適切な材料堆積プロセスに適用可能である。
しかしながら上記の装置は殊に蒸着プロセスに、例えば真空蒸着プロセスに適しており、
ここでは（例えば有機材料などの）材料が加熱されて堆積面に堆積され、有利には水平方
向に保持された基板の下側面に堆積が行われる。
したがって以下で「材料堆積」と記載した場合、これには蒸着も含まれると理解すること
ができる。「蒸着」という語を使用した場合、特に断らない限り、蒸着以外の形態で材料
を堆積することを除外してはいない。
【００１４】
　上記のサポート構造体は、シャドウマスクを支持するのに適した任意の形状で設計する
ことが可能である。例えば上記のサポート構造体は、サポートマスクまたはサポートバー
を含むことができる。このサポートバーは、シャドウマスクの外周を取り囲むフレーム形
状にすることができる。サポートバーは、シャドウマスクの中心部分に対して付加的な支
持を行うため、サポート構造体の外周からこのサポート構造体の中心の方向に延びるバー
を付加的に有することができる。またサポートバーは、サポート構造体の安定性および剛
性を高めるため、またシャドウマスクに対してさらに支持を行うため、交差バーを含むこ
ともできる。さらにサポート構造体における開口部の数は、シャドウマスクにおける開口
部の数と同じである必要はない。例えば、サポート構造体における開口部の数は、シャド
ウマスクにおける開口部の数よりも小さくすることが可能である。この場合、サポート構
造体における大きな１つの開口部と、シャドウマスクにおける少なくとも２つの小さい開
口部とを対応付けることが可能である。サポート構造体の開口部の形状は、シャドウマス
クの開口部の形状とは異なることが可能である。例えば、シャドウマスクにおける矩形状
の小さい開口部と、サポート構造体における丸形した一層大きな開口部とを対応付けるこ
とができる。
【００１５】
　上記のサポート構造体およびシャドウマスクは、一部分で形成するかまたは異なる複数
の部分から形成することが可能である。上記のサポート構造体およびシャドウマスクが別
個の部分として形成される場合、サポート構造体を交換可能にシャドウマスクに固定する
ため、クランプを設けることができる。
【００１６】
　以下では、サポート構造体が主にサポートマスクとして形成される、本発明の有利な実
施形態をいくつか説明する。サポートバーとして形成されるサポート構造体を使用するこ
とによってこれらの実施形態を実現することも可能である。
【００１７】
　すでに上で述べたように材料は、シャドウマスクにおける複数の開口部を通して上記の
基板に堆積される。本発明による装置ではシャドウマスクは、サポートマスクと基板との
間に「サンドイッチ」される。したがって本発明の有利な１実施形態では、シャドウマス
クにおける開口部によって設定されかつ意図した領域に材料を堆積できるようにするため
、このシャドウマスクの各堆積開口部は、サポートマスクの対応する包囲開口部に関連付
けられる。以下ではシャドウマスクおよびサポートマスクに複数の開口部が含まれること
を仮定したが、本発明による装置および方法は、それぞれただ１つの開口部しか有しない
１つのシャドウマスクおよびサポートマスクにも同様に適用できることは明らかである。
【００１８】
　殊に材料堆積の品質により、描画される画像の鮮明さが大きく左右されるディスプレイ
などのアプリケーションに最終製品を使用することを目的としている場合、上記の基板に
堆積される材料が、理想的には均一な層厚および正確に定められたエッジを有するべきで
あることは上で指摘した。上記の基板に堆積される材料の領域におけるエッジの鮮明さは
大部分、この基板に到達するまで材料が通過しなければならないマスクの深さによって左
右される。上記のマスクが薄ければ薄いほど、堆積される領域のエッジは鮮明になる。し
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たがって本発明の別の有利な１実施形態では、サポートマスクの包囲開口部は、これに対
応するシャドウマスクの堆積開口部よりも大きい。こうすることよってサポートマスクの
厚さが、堆積開口部のエッジにおいてシャドウマスクの厚さに加わることはないが、それ
でもなおシャドウマスクの重量に耐えることができる。本発明の別の１実施形態では、サ
ポートマスクは、有利には面取りしたコーナを備えた斜面を有するかないしは傾斜のつい
たエッジを有することができるため、サポートマスクより、蒸気が堆積開口部に到達する
ことが妨げられることはまったくない。
【００１９】
　シャドウマスク開口部において材料が正確に堆積されるのと同時にこのシャドウマスク
の最適な支持を保証するため、シャドウマスクは有利には上記のサポートマスクを基準に
して配置されて、シャドウマスクの堆積開口部が、サポートマスクの対応する包囲開口部
上に位置決めされ、またシャドウマスクの堆積開口部が、サポートマスクの対応する大き
な包囲開口部内にあるようにする。例えば、OLED製造プロセスにおける１蒸着ステップ用
のサポートマスクの開口部は、全体的に数ミリメートルまでシャドウマスクの開口部より
も大きくすることができる。このような配置構成によって保証されるのは、上記のサポー
トマスクが、どのような場合であっても材料堆積プロセスの精度に悪影響を及ぼさないこ
とである。
【００２０】
　本発明による装置におけるサポートマスクのサポート機能に起因して、上記のシャドウ
マスクは剛体である必要はないため、このシャドウマスクは、広い材料選択肢の中から作
製することができる。例えばシャドウマスクは、プラスチック、ゲル、薄い金属シートな
どから作製することができる。材料堆積中に到達し得る高温度のため、シャドウマスクは
有利には、熱膨張または熱変形をしないかないしはこれらが少ない材料から形成すること
でき、例えば極めて熱膨張係数の低いInvar（登録商標）またはステンレススチールなど
の材料から形成することができる。明瞭に定められたエッジで上記の材料を領域に堆積で
きるようにするため、シャドウマスクは有利には最大で０．３mmの厚さを有しており、ま
たすでに述べたように格段に薄くして、例えばわずかに薄さ０．０５mmの厚さを有するシ
ートとすることも可能である。
【００２１】
　本発明による装置に使用されるサポートマスクの殊に簡単な実現では、サポートマスク
には１つまたはそれ以上のサポートエレメントが含まれており、このサポートエレメント
は、複数の包囲開口部を形成するために位置決めされるバーまたはロッドの構成体または
グリッドであり、またこれらのサポートエレメントは適当に配置されて、これらのサポー
トエレメントにより、基板に対してシャドウマスクが保持されるのと同時にシャドウマス
クの堆積開口部を通した材料の堆積が邪魔されないようにする。さらに複雑な１実現形態
では、上記のサポートマスクは有利には、上記のシャドウマスクの開口部に実質的に対応
する開口部を備えた比較的薄い材料シートを含むことができる。
【００２２】
　上記のサポートマスクに対する材料の選択は、その機能によって左右される。シャドウ
マスクが基板の近くに保持されることを十分に保証するため、かなりの程度、サポートマ
スクを可能な限りに固くすべきである。しかしながら材料堆積プロセスを全く妨害しない
ようにするため、サポートマスクを有利には薄くする。さらにサポートマスクは、材料堆
積プロセスにおいて到達する温度において、不所望に熱膨張することのない材料から形成
すべきでもある。この場合もInvar（登録商標）は、殊に磁性のシャドウないしはサポー
トマスクを使用することができない材料堆積プロセスにおいて、その好適な剛性および低
い熱膨張係数により、有利な材料選択肢の１つである。材料堆積プロセスを全く妨害しな
いと同時に十分な支持を行うため、上記のサポートマスクの厚さは有利には少なくとも２
mmである。アプリケーションに応じてこのサポートマスクは、いくらか厚くすることも可
能であり、例えば１０mmまでの厚さを有することも可能である。明らかであるのは、サポ
ートマスクおよびシャドウマスクを有利には全体にわたって同じ厚さを有するように実現
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することである。
【００２３】
　上記のサポートマスクの支持機能は、材料の硬さに制限される必要はない。磁性マスク
の使用が可能な堆積プロセスに使用される本発明の別の有利な１実施形態では、サポート
マスクの少なくとも一部分は磁性材料から形成され、また上記の装置には、基板の堆積面
ではない面側に配置された１つまたは複数の磁石が含まれており、これらの磁石により上
記の磁性サポートマスクに磁力が及ぼされる。例えば蒸着プロセスにおいて本発明による
装置のシャドウマスクは有利には基板の堆積面に対して下側から保持されるため、蒸気が
上に上ってシャドウマスクの開口部において堆積される。この場合に基板の上に配置され
かつ蒸着プロセス中に起動される電磁石は、サポートマスクを上方に「引っ張」り、これ
によってシャドウマスクが基板に対して下側から効果的に押し付けられることが保証され
る。サポートマスクは、このサポートマスクの材料に組み込まれる磁石領域を含むことが
できるかまたはサポートマスクは全体にわって磁気材料を含むことができる。
【００２４】
　シャドウマスクおよびサポートマスクの開口部または切り抜き部は、多くの仕方で作製
することができる。例えば上記の開口部は、ダイカットプロセスにおいて穿孔または打ち
抜くことができる。しかしながらこのようなダイカットプロセスは十分な精度は有しない
こともあり、エッジ、殊にシャドウマスクのエッジが正確に定められない。したがって本
発明の有利な１実施形態では、シャドウマスクおよび／またはサポートマスクの開口部は
、レーザカットプロセスにおいてレーザビームを使用することによって作製することがで
きる。別の択一的な選択肢としては、適当な光化学プロセスを使用してマスクに上記の開
口部をエッチングすることが考えられる。
【００２５】
　本発明による装置には有利には、堆積プロセス全体にわたって基板およびサポートマス
クを保持または搬送するフレームが含まれている。上記の基板、シャドウマスクおよびサ
ポートマスクは、多くの仕方で上記のフレームに配置することができる。例えば、上記の
基板は、フレームの基板保持手段に配置することができ、またこの場合にサポートマスク
／シャドウマスクの集合体は、サポートマスク保持手段内に挿入することができる。基板
保持手段およびサポートマスク保持手段は、別個の保持手段とすることが可能であり、ま
たは単一の保持手段とすることができる。サポートマスク保持手段は単にサポートマスク
の重量を支えるか、または例えばスプリング負荷機構を使用することによって上記の集合
体を基板に対して能動的に押し付けるように実現することが可能である。例えばこのシャ
ドウマスクをサポートマスクに単純に押し付けることにより、シャドウマスクをサポート
マスクに適用することも可能である。択一的には上記のサポートマスクをシャドウマスク
に上から押し付けることができる。いずれの場合にもシャドウマスクとサポートマスクと
の間の摩擦は、この集合体をフレームに挿入する間にシャドウマスクがサポートマスクに
「ひっつく」ようにするのに十分である。
【００２６】
　さらに別のアプローチではサポートマスクおよびシャドウマスクは、フレーム内に配置
して支持手段によって保持することができる。またガラス基板は上方からサポート／シャ
ドウマスクの集合体に単純に載置されるため、基板の重量もサポートマスクにわたって分
散されて上記のサポートマスク保持手段によって支えられる。すでに上で述べたように本
発明にしたがって材料堆積を行う方法では、蒸着プロセスにおいてシャドウマスクは有利
には基板の堆積面の下側に配置され、またサポートマスクはこのシャドウマスクの下に配
置される。
【００２７】
　本発明による装置および方法は、蒸着または固体材料の堆積においてまた水平または垂
直の保持位置においてなど任意の材料堆積処理に利用することができる。しかしながら上
で説明した利点に起因して、本発明による装置および方法は、基板が水平方向に保持され
、（シャドウマスクの下のサポートマスクによって）シャドウマスクが基板の下に配置さ
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れ、材料が下側から堆積される蒸着処理に使用するのに殊に適している。本発明による装
置および方法は、１つまたは複数の精度の高い材料層を、例えば１蒸着ステップにおいて
基板に堆積しなければならないOLED製造プロセスに使用するのに殊に適している。
【００２８】
　本発明の他の目的および特徴は、添付の図に関連して考慮すれば、以下の詳細から明ら
かになろう。しかしながらこれらの図は単に説明のためのものであり、本発明の制限を定
めようとするものではないことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１ａ】材料堆積プロセスに対して基板とシャドウマスクとの関係を示す図である。
【図１ｂ】材料が堆積された基板の断面図である。
【図２】基板およびシャドウマスクからなる従来技術のアセンブリを示す図である。
【図３ａ】本発明による装置における基板、シャドウマスクおよびサポートマスクを示す
図である。
【図３ｂ】本発明の別の実施形態にしたがって装置における基板、シャドウマスクおよび
サポート構造体を示す図である。
【図４ａ】本発明の第１実施形態にしたがって材料堆積装置内の基板保持装置を示す図で
ある。
【図４ｂ】本発明の第２実施形態にしたがって材料堆積装置内の基板保持装置を示す図で
ある。
【図４ｃ】本発明による装置における基板、シャドウマスクおよびサポートマスクを示す
図である。
【図５】本発明の別の実施形態による材料堆積装置を示す図である。
【００３０】
　すべての図面にわたって同じ参照符号は同じ対象体を示している。図の対象体は必ずし
も縮尺通りに図示されていない。殊に基板、シャドウマスクおよびサポートマスクの相対
的なサイズは縮尺通りに図示されていない。基板は数ミリメートルまでの厚さを有するこ
とがあり、サポートマスクは数ミリメートルの厚さを有することがあるのに対し、シャド
ウマスクはわずかに１ミリメートルの数100分の１または数10分の１のオーダの厚さを有
することがあるからである。したがって図においてシャドウマスクおよびサポートマスク
の厚さは、当然誇張されているのである。
【００３１】
　実施形態の詳しい説明
　図１ａには、材料が堆積される基板１０と、シャドウマスク２との関係が示されている
。材料は、基板１０の堆積面１０ａに堆積される。シャドウマスク１０は、複数の切り抜
き部または開口部を有しており、各開口部は、基板１０の堆積面１０ａの相応する１領域
に対応している。例えばシャドウマスク２の堆積開口部Ｄは、基板１０上の相応する領域
Ｒに対応しているのである。わかりやすくするため、ここでは数個の開口部だけが図示さ
れている。これらの開口部は明らかにシャドウマスクの全領域にわたって分散させること
ができ、またこれらの開口部は任意の所要の形状を有することができる。
【００３２】
　OLEDの製造時には、すでに述べたように蒸着処理において材料は下から堆積されること
が多い。図１ｂには、材料Ｍが下から堆積される堆積面１０ａを有する基板１０の断面が
示されている。ふつう上記の材料層の厚さは、ナノメートルの範囲でしかなく、０．５nm
ないし３００nmである。図面において材料層の厚さは大きく誇張されて示されている。
【００３３】
　蒸着プロセスでは、たとえシャドウマスクが基板の下にある場合であっても、シャドウ
マスクが基板の堆積面に対して保持されるようにしなければならない。図２には基板１０
およびシャドウマスク２からなる従来技術による配置の断面が示されており、ここでは、
ばねによる負荷が加えられたフック２１が使用されてシャドウマスク２が保持され、また
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マスク２に外向きに引っ張る力が作用している。シャドウマスク２がその形状を維持する
ため、シャドウマスクは、厚さが最小でありかつ所定の剛性を有しなければならない。そ
うでなければ、マスク２に作用する外向きの引っ張り力により、このマスクが変形してし
まう。１つまたは複数のコンテナ４１に保持される有機材料などの材料は、蒸着炉におい
て加熱ユニット４０によって加熱される。材料の蒸気Ｖは上方に上って、シャドウマスク
２の（この断面図では示していない）開口部を通り、基板１０の堆積面１０ａに材料堆積
Ｍとして堆積される。しかしながらすでに上で説明したようにシャドウマスク２それ自体
の重量と、熱膨張による作用と、開口部間でシャドウマスク２に堆積される材料Ｍ’の付
加的な重量とのすべてにより、最終的にマスク２のたわみが引き起こされる。このことは
この図において誇張して示した通りである。基板１０とシャドウマスク２との間のギャッ
プの深さがわずかに数ミクロンであったとしても、このギャップにより、材料の堆積の品
質は低下してしまう。それは、堆積される材料Ｍの領域のエッジは、所要のようには鋭く
ないしは鮮明にならないからである。
【００３４】
　図３ａには、本発明による基板１０と、シャドウマスク２０と、サポートマスク３０と
からなる配置構成が示されている。シャドウマスク２０は、プラスチック、ゲル、Invar
（登録商標）などからなる薄いシートとすることができるが、剛体である必要はない。シ
ャドウマスク２０は、基板１０とサポートマスク３０との間に「サンドイッチ」される。
シャドウマスクの堆積開口部は、材料が堆積される基板１０の堆積面１０ａの領域に対応
する。サポートマスク３０の包囲開口部は、上記の堆積開口部に対応する。図ではわかり
やすくするため、１つの領域Ｒ1と、１つの堆積開口部Ｄ1と、１つの包囲開口部Ｓ1との
間の空間的な関係だけが示されている。この空間的な関係が、相応するすべての開口部に
適用されることは明らかである。サポートマスク３０の包囲開口部のサイズは、すべての
辺において、対応する堆積開口部よりもいくらか大きいため、サポートマスク３０の開口
部により、シャドウマスク２０の相応の開口部が効果的に「包囲される」。材料は開口部
Ｓ1，Ｄ1からなる対を通過することができ、この材料を基板１０の対応するする領域Ｒ1

に堆積することができる。
【００３５】
　図３ｂには、本発明による基板１０と、シャドウマスク２０と、サポートバー３０ａ，
３０ｂを含むサポート構造体３０とからなる配置構成が示されている。シャドウマスク２
０はここでも基板１０とサポート構造体３０との間に「サンドイッチ」される。サポート
構造体３０にはフレーム３０ｃと、サポートバー３０ａ，３０ｂとが含まれており、これ
らのサポートバーは、このサポート構造体の周辺部、すなわちフレームからこのサポート
構造体の中心に向かって延在している。２つのサポートバー３０ａおよび３０ｂは、サポ
ート構造体の中心で交わり、これによってフレーム３０ｃと共に４つの大きな開口部３１
ないし３４を形成する。図３ａに関連してすでに述べたようにシャドウマスクの堆積開口
部は、材料が堆積される基板１０の堆積面１０ａの領域に対応する。サポート構造体３０
の大きな開口部は、シャドウマスクにおける複数の堆積開口部うちの１つ以上の堆積開口
部に相応し得る。例えばこのサポート構造体における開口部３１により、シャドウマスク
２０における比較的小さな７つの堆積開口部２１，２２，２３，２４，２５，２６および
２７がカバーされる。このサポート構造体は、シャドウマスク２０と同じ形状を有しない
が、それでもサポートバー３０ａおよび３０ｂの交差部によってシャドウマスクを十分に
支持することができる。この交差部により、シャドウマスクの中心部分が効果的に支持さ
れる。
【００３６】
　図４ａには、基板１０と、シャドウマスク２０と、サポートマスク３０とを保持する装
置１の第１実施形態が示されている。この装置は、材料堆積装置内に搬送するためのもの
である。この図にはこのアセンブリの断面の拡大図も含まれており、この拡大図により、
基板１０と、シャドウマスク２０と、サポートマスク３０とが互いに直接接触している様
子が一層明瞭に示されている。シャドウマスク２０は実際には極めて薄く１ミリメートル
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の１０分の１のオーダであるのに対して基板１０ははるかに厚いため、明らかにこの図は
縮尺通りではない。
【００３７】
　当業者にはその理由が明らかなように、搬送中または材料堆積中に基板１０と、シャド
ウマスク２０と、サポートマスク３０とが互いに対して移動しないようにすることが重要
であるため、基板１０は（この例では）適当な基板保持手段５を使用することによってフ
レームに保持される。この基板保持手段は、クランプまたは別の適当な固定手段とするこ
とが可能である。択一的にはフレーム４の設計に依存して上記の基板をフレーム４の突起
またはリムに単純に載置するかまたはサポートマスクに載置して、その重量が上記のサポ
ートマスク保持手段によって支えられるようにすることも可能である。
【００３８】
　サポートマスクを基準にした基板の配置は、自動化されたプロセスにおいて行われ、こ
れにより、基板のエッジがこの装置のどの部分とも接触しないことが保証される。この配
置の精度は、付加的なカメラまたはロボット装置によって制御することができる。
【００３９】
　シャドウマスク２０が載置されているサポートマスク３０は、サポートマスク保持手段
６によってフレーム４に固定される。サポートマスク保持手段６は、サポートマスク３０
を能動的に押し上げ、これによってシャドウマスク２０の全体領域にわたって基板１０の
堆積面と、シャドウマスク２０とが接触することが保証される。この実施形態は、サポー
トマスク３０が非磁性材料の場合に好適になり得る。基板保持手段５は単純に、フレーム
４に配置された包囲部またはリムを含むことができ、これによってアセンブリ中の基板１
０の位置決めを補助することができ、いかなる実際のサポート機能も有する必要はない。
【００４０】
　図４ｂに示した別の１実施形態ではサポートマスク３０の少なくとも一部分は磁性材料
からなる。例えばサポートマスク３０の材料には所定の割合のネオジムを含むことができ
る。基板１０の堆積面側ではない面に配置された磁石７０は、基板１０の堆積面側の方向
にサポートマスク３０を引きつけるように作用する。磁石７０は永久磁石７０とすること
も、または電磁石７０ともすることができ、この電磁石は、サポートマスク３０が実際に
基板１０の方向に実際に引きつけられる場合に起動され、また適当な保持手段７を使用し
てこの電磁石を所定の位置に保持することができる。
【００４１】
　図４ｃには基板保持手段５の拡大図が示されており、この基本保持手段にサポートマス
ク３０が載置されている。シャドウマスク２０はこのサポートマスクに載置され、また基
板１０そのものはシャドウマスク２０に載置される。
【００４２】
　図５には、ここでは蒸着装置である材料堆積装置が示されており、この装置には上の図
４ａで説明した装置１が含まれている。ここで基板１０と、シャドウマスク２０と、サポ
ートマスク３０とを保持するフレーム４を有するこの装置は、真空チャンバ５１内に配置
されて、この基板を加熱ユニット４０上に位置決めする。加熱ユニット１０により、コン
テナ４１の材料が加熱される。連続した蒸気Ｖは、上方に上ってサポートマスク３０およ
びシャドウマスク２０の包囲開口部および堆積開口部をそれぞれ通過して、その後、基板
１０の下側ないしは堆積面に堆積される。
【００４３】
　本発明による全体装置１は、１多層堆積工程において上記のような一連の真空チャンバ
内に自動的に配置することができる。このことは当業者にはよく知られていることである
。第１の真空チャンバにおいて１堆積ステップを実行した後、例えばロボットアームによ
って全体装置１をその真空チャンバから取り除き、つぎの真空チャンバ内に挿入すること
ができる。別のシナリオでは上記の真空チャンバを順次に配置して、例えばトラックまた
はローラに沿い、ステップバイステップで上記の一連のチャンバを通して本発明による装
置１を自動的に移動することも可能である。
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【００４４】
　ここまで本発明を有利な実施形態およびその変形実施形態の形で示してきたが、これに
対して数多くの付加的な修正および変更を本発明の範囲を逸脱することなく行い得ること
は明らかである。例えば、上記の実施形態ではただ１つのシャドウマスクまたはただ１つ
のサポートマスクについてしか触れていないが、このようなマスクを複数使用できること
は当業者には明らかであり、例えばこれらのマスクは上記の保持手段において並んで配置
される。
【００４５】
　明瞭にするために述べておきたいのは、この明細書全体にわたって「１つ」とは「複数
」を除外するものでなく、また「含む」は、別のステップまたはエレメントを除外するも
のではないことである。１つの「ユニット」または「モジュール」は、特に断らない限り
、複数のユニットまたはモジュールを含むことができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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